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七
月
十
五
日
（
水
）
に
、
総
務
文
教
、
厚
生
、
産
業
、
建
設
水
道
委
員
会
の
各
常

任
委
員
長
か
ら
、
六
月
議
会
に
提
案
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
で
審
査
さ
れ

て
い
た
各
議
案
の
審
査
結
果
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
長
報
告
に
対
す
る
「
賛
成
・
反
対
」
討
論
が
行
わ
れ
、
こ
れ
は
、
各
議
員
及

び
会
派
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
施
策
に
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
賛
成
を
し
、
反
対

を
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
が
、
六
月
議
会
は
、
一
人
の
議
員
が
討
論

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
予
算
関
係
議
案
、
条
例
関
係
議
案
、
そ
の
他
案
件
を
一
括
し
て
採
決
、

そ
し
て
、
請
願
の
審
査
結
果
の
採
決
を
行
い
ま
し
た
。

　
　

グ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
の
存
続
を
求
め
る
署

　

名
が
約
三
万
人
と
聞
く
が
、
施
設
の
維

　

持
は
い
か
に
大
変
か
、
多
く
の
人
、
市

　

民
の
判
断
を
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で

　

は
な
い
か
。

　
　

残
せ
と
言
う
な
ら
市
民
が
等
し
く
負

　

担
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
市
民
の
負

　

担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
っ
と
議
論
す

　

べ
き
。

　
　

財
政
の
厳
し
い
中
で
、
こ
れ
ら
の
施

　

設
の
維
持
管
理
が
い
か
に
大
変
か
、
そ

　

の
負
担
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
箱
も
の
、

　

あ
る
か
ら
残
せ
で
は
理
解
で
き
な
い
。

　

よ
り
慎
重
に
考
え
る
べ
き
時
代
に
な
っ

　

て
い
る
こ
と
を
議
会
も
真
剣
に
考
え
る

　

べ
き
で
は
な
い
か
。

賛
成
討
論
↓
食
肉
処
理
セ
ン
タ
ー
の
存
続

　

を
求
め
る
請
願
・
グ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
の
存

　

続
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て
慎
重
に
判

　

断
し
て
ほ
し
い
と
い
う
立
場
で
討
論
。

議
会
は
市
民
に
責
任
あ
る
判
断
を

議
会
は
市
民
に
責
任
あ
る
判
断
を

河
本
英
敏

　
　

市
民
と
歩
む
会

六
月
二
十
三
日
（
火
）

　
　

開
会
、
議
案
上
程

六
月
二
十
九
日
（
月
）
〜

　
　
　
　
　

七
月
二
日
（
木
）

　
　

一
般
質
問
、
議
案
質
疑
、

　
　

委
員
会
付
託

七
月
三
日
（
金
）

　
　

議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

七
月
六
日
（
月
）

　
　

各
常
任
委
員
会

七
月
八
日
（
水
）

　
　

各
特
別
委
員
会

七
月
十
五
日
（
水
）

　
　

常
任
委
員
会
委
員
長
報
告
・

　
　

採
決
、
閉
会

三
月
三
十
一
日
（
火
）

　

大
阪
府
寝
屋
川
市　

五
名

　

●
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
よ
る
文
化
の
ま
ち

　
　

づ
く
り
事
業
に
つ
い
て

　

●
つ
や
ま
新
産
業
創
出
機
構
に
つ
い
て

四
月
十
五
日
（
水
）

　

島
根
県
浜
田
市　

十
名

　

●
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会
の
取
り
組
み

　
　

に
つ
い
て

　

当
Ｏ
Ｂ
会
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る

と
と
も
に
、
市
政
の
発
展
と
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
二
年

に
発
足
し
ま
し
た
。

　

市
の
議
会
事
務
局
を
当
Ｏ
Ｂ
会
の
事
務
局

と
し
、
会
則
に
基
づ
く
運
営
に
よ
り
、
年
一

回
の
総
会
や
定
例
会
の
傍
聴
な
ど
の
研
修

会
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
役
員
会
な
ど
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

津
山
市
議
会
議
員
を
退
職
し
た
者
で
組
織

さ
れ
、
入
会
及
び
退
会
に
つ
い
て
は
会
員
の

自
由
意
思
に
よ
る
も
の
で
す
。

津
山
市
議
会
議
員
Ｏ
Ｂ
会
を
紹
介
し
ま
す

ＯＢ会役員会の様子


